
哥
林
人
前
書
叙
言

(

一)

コ
リ
ン
ト
の
事
　
コ
リ
ン
ト
は
ギ
リ
シ
ヤ
國
の
最
も
古
き
都
會
に
し

て
、
ギ
リ
シ
ア
本
土
を
ペ
ロ
ポ
ネ
ズ
に
繋
げ
る
極
て
狭
き
地
峡
の
上
に
位

し
、
稍
海
を
離
れ
た
れ
ど
も
近
く
兩
の
港
を
有
せ
り
。
其
一
は
ケ
ン
ク
ラ

イ
に
し
て
、
東
に
在
り
て
エ
ゲ
エ
海
に
通
じ
、
他
の
一
は
レ
ケ
オ
ン
に
し

て
、
西
に
在
り
て
イ
オ
ニ
ア
海
に
通
ず
。
コ
リ
ン
ト
は
斯
の
如
く
無
比
の

好
位
置
を
占
め
た
れ
ば
、
東
西
貿
易
の
盛
大
な
る
市
場
と
な
り
て
人
口
繁

衍
し
、
雑
種
人
の
入
込
む
事
も
多
く
し
て
、
風
俗
は
大
に
頽
廃
し
た
り
き
。

キ
リ
ス
ト
降
世
前
百
四
十
六
年
に
當
り
、
ロ
マ
人
の
為
に
一
旦
破
壊
せ
ら

れ
し
か
ど
、又
百
年
を
経
て
セ
ザ
ル
皇
帝
の
為
に
再
興
せ
ら
れ
、皇
帝
の
庇

護
に
依
り
て
程
な
く
原
の
地
位
と
富
と
を
回
復
し
、
随
ひ
て
道
徳
の
腐
敗

も
亦
舊
の
如
く
、
遊
蕩
す
る
事
を
諺
に
「
コ
リ
ン
ト
の
如
く
す
」
と
云
ふ
程

に
な
り
し
か
ど
、
ア
カ
ヤ
州
の
都
と
し
て
啻
に
商
業
の
み
な
ら
ず
、
文
芸
、

學
術
、
共
に
隆
盛
に
し
て
、
シ
セ
ロ
を
し
て
、
此
地
を
指
し
て
「
全
世
界
の

燈
台
」
と
稱
せ
し
む
る
に
至
れ
り
。

(

二)

コ
リ
ン
ト
教
會
と
パ
ウ
ロ
と
の
関
係
　
始
め
て
コ
リ
ン
ト
に
キ
リ
ス

ト
教
を
宣
布
せ
し
は
實
に
パ
ウ
ロ
に
し
て
、
彼
は
其
傳
道
旅
行
の
第
三
回

目
に
此
處
に
至
り
、使
徒
行
録
第
十
八
章
に
記
せ
る
如
く
、先
ユ
デ
ア
人
の

中
に
布
教
し
た
る
に
、改
宗
せ
し
者
も
少
し
は
あ
り
し
か
ど
、多
く
は
其
教

に
抵
抗
せ
し
か
ば
、パ
ウ
ロ
此
度
は
異
邦
人
に
向
ひ
て
布
教
し
け
る
に
、之

に
随
ふ
者
の
中
に
は
上
流
社
會
の
人
も
無
き
に
非
ざ
り
し
か
ど
、
最
初
信

者
と
な
り
し
は
概
ね
下
流
社
會
の
人
な
り
き
。
パ
ウ
ロ
の
滞
在
は
一
年
半

許
な
り
し
が
、
其
出
立
の
後
も
コ
リ
ン
ト
教
會
は
着
々
と
し
て
發
展
せ
り
。

是
に
は
、原
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ユ
デ
ア
人
に
し
て
、エ
フ
ェ
ゾ
に
於
て

キ
リ
ス
ト
教
に
歸
依
せ
し
、
ア
ポ
ル
ロ
と
云
へ
る
布
教
者
の
奮
發
と
雄
弁

と
、與
り
て
大
い
に
力
あ
り
き
。
然
れ
ど
パ
ウ
ロ
の
勢
力
の
影
響
も
、後
に

は
次
第
に
薄
ら
ぎ
行
き
て
、コ
リ
ン
ト
一
般
の
道
徳
腐
敗
す
る
と
共
に
、教

會
に
も
種
々
の
弊
害
生
ぜ
し
か
ば
、
パ
ウ
ロ
之
が
為
に
一
の
書
簡
を
認
め
、

有
罪
者
と
絶
交
せ
ざ
る
事
を
咎
め
た
り
し
が
、
其
書
簡
は
今
失
せ
て
存
せ

ず
。

(

三)

コ
リ
ン
ト
前
書
の
由
來
　
彼
書
簡
を
贈
り
し
後
幾
許
な
ら
ず
し
て
、

パ
ウ
ロ
は
ク
ロ
ヱ
と
云
へ
る
婦
人
の
家
人
よ
り
、
コ
リ
ン
ト
教
會
の
中
に

争
論
分
裂
の
起
り
し
事
、
及
び
信
者
の
中
に
甚
し
き
惡
例
を
示
せ
る
人
あ

る
由
を
聞
き
し
が
、一
方
に
は
又
漸
次
、信
者
が
訴
訟
の
仲
裁
を
信
者
相
互

の
間
に
仰
が
ず
し
て
、世
の
裁
判
に
提
出
す
る
風
を
生
じ
、又
婦
人
の
身
の

あ
り
な
が
ら
教
會
の
中
に
於
て
、
そ
の
覆
布
を
脱
ぎ
て
公
然
説
教
す
る
者

あ
り
、聖
體
拝
領
の
時
に
催
す
愛
餐
、精
霊
よ
り
信
徒
に
賜
は
る
賜
に
就
き

て
も
亦
弊
害
を
醸
し
、
尚
又
復
活
に
就
き
て
種
々
の
疑
惑
謬
説
起
り
し
か

ば
、信
者
の
中
に
は
、書
簡
を
以
て
パ
ウ
ロ
に
種
々
の
事
を
問
ひ
來
る
者
あ

り
、
別
て
婚
姻
、
童
貞
の
身
分
、
偶
像
の
供
物
を
食
す
る
事
な
ど
に
就
き
て

疑
を
質
し
來
り
け
れ
ば
、
其
問
へ
る
所
、
パ
ウ
ロ
の
聞
き
し
所
な
ど
が
、
本

書
を
認
む
る
機
會
と
は
な
り
し
な
り
。
然
れ
ば
、本
書
の
目
的
は
、教
會
の

分
裂
を
防
止
し
、
聞
及
べ
る
種
々
の
弊
害
を
矯
正
し
、
教
理
上
の
疑
を
解



き
、
又
最
有
益
な
る
實
用
的
訓
戒
を
與
ふ
る
に
在
る
な
り
。
本
書
を
認
め

し
地
は
無
論
エ
フ
ェ
ソ
に
て
時
代
は
紀
元
五
十
七
年
な
ら
ん
。

(

四)
本
書
の
題
目
、文
章
及
び
区
分
　
本
書
は
、す
で
に
云
へ
る
如
く
種
々

の
釈
柄
よ
り
成
立
ち
た
る
も
の
な
れ
ば
、
ロ
マ
書
ガ
ラ
チ
ア
書
の
如
く
単

に
或
る
一
問
題
を
論
ぜ
ず
し
て
、
種
々
の
實
用
的
訓
戒
に
渉
れ
り
。
故
に

其
思
想
の
異
な
る
に
應
じ
て
文
章
も
亦
異
な
り
、其
説
く
所
、時
と
し
て
尋

常
の
訓
戒
の
如
く
な
る
も
、
時
と
し
て
は
非
常
な
る
熱
誠
を
顕
し
て
、
熱

愛
、
憤
怒
、
嘲
罵
の
色
を
示
す
事
な
き
に
非
ず
。

主
な
る
区
分
を
云
へ
ば
、先
コ
リ
ン
ト
信
徒
に
例
の
挨
拶
を
為
し
て
後
、其

分
裂
を
論
じ(

一
章
十
節
、
乃
至
四
章
廿
一
節)

、
次
に
コ
リ
ン
ト
信
徒
の

社
會
的
生
活
に
就
き
て
訓
戒
を
與
え
、先
一
信
徒
の
不
品
行(

五
章
一
節
乃

至
十
三
節)

、
信
者
間
の
訴
訟(

六
章
一
節
乃
至
十
一
節)

、
私
通
の
罪(

六

章
十
二
節
乃
至
廿
節)

、
婚
姻
及
童
貞
生
活
に
就
き
て
の
意
見(

七
章
一
節

乃
至
四
十
節)

、偶
像
の
供
物
の
事(

八
章
一
節
乃
至
十
一
節)

を
述
べ
、次

に
祭
典
に
関
す
る
三
の
問
題
を
説
く
、第
一
婦
人
の
覆
布(
十
一
章
二
節
乃

至
十
六
節)

、
第
二
聖
體
に
對
す
る
紊
亂(

十
二
章
十
七
節
乃
至
卅
四
節)

、

第
三
霊
的
賜(

十
二
章
一
節
乃
至
十
四
章
四
十
節)

、
終
に
教
理
に
関
す
る

問
題
、
即
ち
死
者
の
復
活
を
論
ず(

十
五
章
一
節
乃
至
五
十
八
節)

。
第
十

六
章
は
結
末
に
し
て
、
種
々
の
傳
言
、
勧
告
、
挨
拶
等
を
含
め
り
。

(

五)

本
書
の
効
益
　
本
書
は
教
會
初
代
の
状
態
を
知
ら
ん
と
す
る
者
に
最

有
益
な
る
の
み
な
ら
ず
、中
に
含
ま
る
る
訓
戒
、就
中
人
智
を
重
ん
ず
る
の

幣
を
説
き
、
社
會
に
於
る
交
際
の
方
法
に
就
き
て
、
教
を
垂
れ
、
信
仰
の
重

な
る
箇
条
に
就
き
て
自
説
を
重
ん
ず
る
傾
向
を
矯
正
し
た
る
辺
、
殊
に
傾

聴
す
べ
き
も
の
あ
り
、
又
教
理
上
の
疑
を
究
む
る
點
に
於
て
も
今
猶
大
い

に
益
あ
る
。


